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１【提出理由】

　当社第89回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　株式併合の件

平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株の割合で併合し、併せて、発行可能株式

総数を984,856千株から492,428千株に変更する。

 

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、酒井和夫、倉井敏磨、河邦雄、稲政顕次、林勝茂、城野正博、佐藤康弘、藤井政志、

吉田晋、水上政道、二瓶好正、谷川和生の12氏を選任する。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、渡邉哲志、杉田克彦の両氏を選任する。

 

第４号議案　取締役の積立型退任時報酬決定の件

社外取締役二瓶好正、谷川和生の両氏を除く取締役10氏に対する、平成27年６月25日から平成28年６

月28日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額9,616万円とし、これを各取締役の退任時に

支給する。

 

 

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

　（会社提案）

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 359,714 311 58 可決（99.90%）

第２号議案     

　酒井　和夫 329,432 30,587 53 可決（91.49%）

　倉井　敏磨 355,846 4,181 53 可決（98.82%）

　河　　邦雄 354,927 5,100 53 可決（98.57%）

　稲政　顕次 354,915 5,112 53 可決（98.57%）

　林　　勝茂 355,788 4,239 53 可決（98.81%）

　城野　正博 355,786 4,241 53 可決（98.81%）

　佐藤　康弘 355,787 4,240 53 可決（98.81%）

　藤井　政志 355,788 4,239 53 可決（98.81%）

　吉田　　晋 354,366 5,661 53 可決（98.41%）

　水上　政道 355,772 4,255 53 可決（98.80%）

　二瓶　好正 358,306 1,722 53 可決（99.51%）

　谷川　和生 358,340 1,688 53 可決（99.52%）

第３号議案     
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

　渡邉　哲志 319,975 40,043 54 可決（88.86%）

　杉田　克彦 320,039 39,979 54 可決（88.88%）

第４号議案 339,881 20,066 134 可決（94.39%）

（注）各決議事項が可決される要件は次のとおりであります。

第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計に

より、全ての決議事項は可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以　上
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